
条 例 改 正 の ポ イ ン ト

１ 名称の変更

名称を「山梨県消費生活条例」とする。

２ 目的規定、理念規定、責務規定の改正

消費者と事業者との間に情報の質及び量 交渉力等に格差があるという実態を明、

記し 従前の 消費者の保護 中心の規定から 消費者の権利の尊重及び消費者の、 「 」 「

自立の支援等 を基本理念とする規定とした また 条例の目的 基本理念を踏ま」 。 、 、

え 県 事業者 事業者団体の責務及び消費者の役割を見直し 消費者団体の役割、 、 、 、

を新たに規定した。

消費者の権利

一 消費者の安全が確保される権利

二 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され

る権利

三 必要な情報及び教育の機会を提供される権利

四 消費者の意見が県の消費者施策に反映される権利

五 被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済される権利

３ 不当取引行為に係る規定の拡充

不当な取引行為について 現行条例が主として契約勧誘段階に着目して規制して、

いることから その内容を充実整備して 悪質商法など事業者の不適切な行為によ、 、

る消費者被害を防止する。

契約の勧誘

契約の締結 契約の各段階に応じた事業者の不 不 当 な

契約の履行 適切な行為を「不当な取引行為」 取引行為の

契約の解除 として類型化 禁 止

与信等



４ 知事の調査権限及び公表規定の拡充

①立入調査権限の拡充

条例の実効性の担保の観点から次の場合の立入調査権限を明記する。

現行 ： 特定生活関 ・消費者の生命、身体に危害を及ぼすおそれがあ

連物資の買い占め、売 追加 る商品等が供給されている疑いがあるとき。

り惜しみの中止、適正 ・広告その他の表示、計量、規格に関する県の基

価格での販売を勧告す 準に反している疑いがあるとき

るのに必要な場合のみ ・不当な取引行為が行われている疑いがあるとき

②事業者名の公表

消費者被害の発生や拡大防止に有効であるとの観点から 次の場合に事業者名、

を含めた情報提供を行う。

現行 ： 事業者名の ・商品、役務が消費者の生命、身体に重大な危害

公表を行うのは、勧告 追加 を発生させる急迫した危険あるとき。

に従わなかった場合、

立入調査を拒否した場 ・不当な取引行為によりの消費者に重大な被害が

合など 発生する急迫した危険があるとき。情報提供に

不当な取引の内容公表 事業者名を含むことを明記。

４ 知事への申し出制度の新設

消費者の権利 消費者の意見が消費者行政へ反映されること

（具体化）

知事への申し出制度の新設

消費者の権利が侵されている疑いがある

↓

知事に対して文書による申し出

↓

必要な措置による権利の回復、消費者への情報提供

５ そ の 他

不十分な規定の整備、分かりにくい規定の見直しなど必要な整理を行う。


